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事 務 連 絡  

令和７年３月３１日 

 

 

各都道府県建設業担当部局長 殿 

 

 

国土交通省不動産・建設経済局建設業課長 

 

 

建設業許可の申請等における納税証明書の取扱いについて 

 

 建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）第６条第１項第６号の規

定により、法第３条に規定する建設業の許可を受けようとする者は国土交通省令で定

める書類の提出が求められるところ、建設業法施行規則（昭和 24年建設省令第 14号）

第４条第１項第 15 号において、これらの書類の一つとして当該者の事業税に係る納

税証明書を規定しており、毎事業年度終了後や建設業の承継に際しても同様となって

います。 

 今般、「令和６年の地方からの提案等に関する対応方針」（令和６年 12月 24日閣議

決定）の決定を踏まえ、建設業法施行規則の一部を改正する省令（令和７年国土交通

省令第38号）により下記のとおり納税証明書の取扱いを改めることとしましたので、

貴職におかれましては、十分ご留意の上作業処理に当たられますようお願いします。 

 なお、本通知は地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 245条の４第１項に規定す

る技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

都道府県への建設業許可の申請及び毎事業年度終了後の書類提出（以下「許可申請

等」という。）について、当該許可申請等を受ける都道府県の建設業許可担当部局と納

税部局との間で当該許可申請等を行う者（以下「許可申請者等」という。）の納税情報

を共有・確認できる体制が構築されており、許可申請者等の納税情報を都道府県内部

で使用することについての許可申請者等の同意がある場合は、許可申請者等の納税証

明書の提出を省略させることができることとした。あわせて、書類に関してこれらの

規定が準用される建設業の譲渡、合併、分割及び相続に係る申請（以下「承継認可申

請」という。）についても同様の要件の下、納税証明書の提出を省略させることができ

ることとした。 

なお、「納税情報を共有・確認できる体制」とは、許可申請者等又は承継申請者（承

継認可申請を行う者をいう。）の納税情報が外部に漏れないよう、相応の情報連携体
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制が構築されている状態を指すものであり、納税情報の漏えいが発生しないような措

置を講じる必要がある。 

また、納税証明書の提出を省略可能とするか否かについては、各都道府県において

判断するものとする。 

 

以上 

 

（別添） 

○ 納税情報の確認に関する同意書（参考様式） 

○ 建設業法施行規則の一部を改正する省令（令和７年国土交通省令第 38号） 

 

  



       

（参考様式）

納税情報の確認に関する同意書

          知事 殿

申請者             

１．建設業法（昭和 24年法律第 100号。以下「法」という。）第６条に規定す

る建設業許可の申請（法第 17条において準用する場合を含む。）

２．法第 11 条に規定する毎事業年度終了の届出（法第 17 条において準用す

る場合を含む。）

３．法第 17条の２に規定する譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申

請並びに法第 17条の３に規定する相続の認可の申請

における事業税の納税情報の提出にあたり、建設業法施行規則（昭和 24 年建設省令

第 14号）第４条第４項、第 10条第３項、第 13条の２第８項又は第 13条の３第６項

の規定に基づき、建設業許可担当部局がその業務の遂行に必要な範囲内で納税情報を

確認することについて、同意いたします。

同意年月日

（記入日）
令和   年    月    日

住所又は所在地

事業者名

代表者職・氏名

法人番号

（法人の場合のみ）

※同意があった場合には、以下の納税証明書の発行に係る手続を省略できます。

【建設業許可申請時】事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額

【毎事業年度終了時】事業税の納付すべき額及び納付済額

【譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可の申請時】事業税の直前一年の各年度における納

付すべき額及び納付済額

【相続の認可の申請時】事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額



建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
）

（
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
）

第
一
条

建
設
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
学
科
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
許
可
（
一
般
建
設
業
の
許
可
を
い
う
。
第
四
条
第
五
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
学
科
と
す
る
。

第
一
条

建
設
業
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）第
七
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
学
科
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

る
許
可
（
一
般
建
設
業
の
許
可
を
い
う
。
第
四
条
第
四
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
か
ら
第
十
条
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。）を
受
け
よ
う
と
す
る
建
設
業
に
応
じ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
学
科
と
す
る
。

（
表

略
）

（
表

略
）

（
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
書
類
）

（
法
第
六
条
第
一
項
第
六
号
の
書
類
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
、
法
第
七
条
の
規
定
の

施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
申
請
す
る
者
の
同
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

５
・
６

（
略
）

４
・
５

（
略
）

（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
）

（
法
第
十
一
条
第
一
項
の
変
更
の
届
出
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

変
更
届
出
書
を
提
出
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
四
条
第
三

項
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
書
類
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）及
び
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
（
第
三
条

第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
に
限
る
。）の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て

変
更
届
出
書
を
提
出
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
第
四
条
第
三

項
の
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る
書
類
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。）及
び
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
（
第
三
条

第
三
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
書
面
に
限
る
。）の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
三
十
八
号

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
十
七
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
設
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

中
野

洋
昌





（
毎
事
業
年
度
経
過
後
に
届
出
を
必
要
と
す
る
書
類
）

（
毎
事
業
年
度
経
過
後
に
届
出
を
必
要
と
す
る
書
類
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
、
法
第
七
条
の
規
定
の
施

行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用

す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
同
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
同
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

（
特
定
建
設
業
に
つ
い
て
の
準
用
）

（
特
定
建
設
業
に
つ
い
て
の
準
用
）

第
十
三
条

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
（
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。）、
第
七
条
の
二
及
び
第
八

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
建
設
業
の
許
可
及
び
特
定
建
設
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
条
第
四
項
及
び
第
十
条
第
三
項
中
「
第
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
」
と
、
第
四
条
第
五

項
中
「
一
般
建
設
業
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
建
設
業
の
許
可
」
と
、「
特
定
建
設
業
の
許
可
」
と
あ
る
の

は
「
一
般
建
設
業
の
許
可
」
と
、
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
号
に
規
定
す
る
営
業
所
技
術
者
」
と

あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
二
号
に
規
定
す
る
特
定
営
業
所
技
術
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

第
一
条
か
ら
第
六
条
ま
で
（
第
三
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
を
除
く
。）、
第
七
条
の
二
及
び
第
八

条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
建
設
業
の
許
可
及
び
特
定
建
設
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
第
四
条
第
四
項
中
「
一
般
建
設
業
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
建
設
業
の
許
可
」
と
、「
特
定
建
設

業
の
許
可
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
建
設
業
の
許
可
」
と
、
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
第
七
条
第
二
号
イ
、
ロ
若

し
く
は
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
二
号
イ
、
ロ
若
し
く
は
ハ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
譲
渡
及
び
譲
受
け
並
び
に
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
等
）

（
譲
渡
及
び
譲
受
け
並
び
に
合
併
及
び
分
割
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
二

譲
渡
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。）及
び
譲
受
人（
同
項
に
規
定
す
る
譲
受
人
を
い
う
。以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）

は
、
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
及
び
譲
受
け
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該

譲
渡
人
及
び
譲
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
五
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次

に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
二

譲
渡
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
「
譲
渡
人
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）及
び
譲
受
人
（
同
項
に
規
定
す
る
「
譲
受
人
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
に
お

い
て
同
じ
。）は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
譲
渡
及
び
譲
受
け
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
人

及
び
譲
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
五
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
に
よ
る
譲
受
人
に
係
る
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
第

七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

七

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
に
よ
る
譲
受
人
に
係
る
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
第

七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２

合
併
消
滅
法
人
等
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
消
滅
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。）は
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
合
併
消
滅
法

人
等
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
七
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

合
併
消
滅
法
人
等
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
「
合
併
消
滅
法
人
等
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
合
併
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
合
併
消
滅
法
人

等
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
七
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

建
設
業
者
と
し
て
の
地
位
を
承
継
す
る
者
が
合
併
存
続
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
合

併
存
続
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二
号
に
よ

る
当
該
合
併
存
続
法
人
に
係
る
工
事
経
歴
書

二

建
設
業
者
と
し
て
の
地
位
を
承
継
す
る
者
が
合
併
存
続
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る

「
合
併
存
続
法
人
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
記
様
式
第
二

号
に
よ
る
当
該
合
併
存
続
法
人
に
係
る
工
事
経
歴
書

三
〜
七

（
略
）

三
〜
七

（
略
）

八

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
に
よ
る
合
併
存
続
法
人
等
に
係
る
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

さ
れ
る
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
に
よ
る
合
併
存
続
法
人
等
に
係
る
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用

さ
れ
る
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



３

分
割
被
承
継
法
人
等
（
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
被
承
継
法
人
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
分
割
被

承
継
法
人
等
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
八
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

分
割
被
承
継
法
人
等
（
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
「
分
割
被
承
継
法
人
等
」
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。）は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
分
割
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
分
割
被
承

継
法
人
等
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
八
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る

書
類
を
添
付
し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
分
割
承
継
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
承
継
法
人
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
工
事
経
歴
書
（
分
割
承
継
法
人
が
新
設

分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

二

別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
分
割
承
継
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
「
分
割
承
継
法
人
」

を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
工
事
経
歴
書
（
分
割
承
継
法
人
が

新
設
分
割
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
法
人
で
あ
る
場
合
を
除
く
。）

三
〜
七

（
略
）

三
〜
七

（
略
）

八

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
に
よ
る
分
割
承
継
法
人
に
係
る
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ

れ
る
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

八

別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
六
に
よ
る
分
割
承
継
法
人
に
係
る
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ

れ
る
第
七
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）

４

前
三
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
認
可
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
譲
渡
人
若
し
く
は
譲
受

人
、
合
併
消
滅
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
合
併
消
滅
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。）若
し
く
は
合
併
存
続
法
人
又
は
分
割
被
承
継
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
分
割
被

承
継
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
分
割
承
継
法
人
の
う
ち
、
都
道
府
県
知
事
の
許

可
を
受
け
て
い
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
知
事
許
可
建
設
業
者
」
と
い
う
。）は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
九

に
よ
る
届
出
書
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
い
ず
れ
か
の
規
定
に
よ
り
認
可
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
た
譲
渡
人
若
し
く
は
譲
受

人
、
合
併
消
滅
法
人
（
法
第
十
七
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
「
合
併
消
滅
法
人
」
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い

て
同
じ
。）若
し
く
は
合
併
存
続
法
人
又
は
分
割
被
承
継
法
人
（
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
「
分
割
被
承
継
法

人
」
を
い
う
。
第
八
項
に
お
い
て
同
じ
。）若
し
く
は
分
割
承
継
法
人
の
う
ち
、
都
道
府
県
知
事
の
許
可
を
受
け

て
い
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
知
事
許
可
建
設
業
者
」
と
い
う
。）は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
九
に
よ
る
届

出
書
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
〜
７

（
略
）

５
〜
７

（
略
）

８

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
六
号
、
第
二
項
第
七
号
又
は
第
三
項
第
七
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
第
四

条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
書
面
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
、
法
第
十
七
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
七
条
及
び
法
第
十
五
条
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利

用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部
で
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
譲
受
人
、
合
併
存
続
法
人
又

は
分
割
承
継
法
人
の
同
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
書
類

の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

９
〜
11

（
略
）

８
〜
10

（
略
）

（
相
続
の
認
可
の
申
請
等
）

（
相
続
の
認
可
の
申
請
等
）

第
十
三
条
の
三

相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
被
相
続
人（
法

第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
被
相
続
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
営
ん
で
い
た
建
設

業
の
全
部
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
。）は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
認
可
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
十
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付

し
て
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
の
三

相
続
人
（
相
続
人
が
二
人
以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
、そ
の
全
員
の
同
意
に
よ
り
被
相
続
人（
法

第
十
七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
「
被
相
続
人
」
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）の
営
ん
で
い
た

建
設
業
の
全
部
を
承
継
す
べ
き
相
続
人
を
選
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
。）は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
相
続
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
の
十
に
よ
る
認
可
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、同
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
六

（
略
）

一
〜
六

（
略
）

七

申
請
者
に
係
る
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
別
記
様
式
第
二
条
第
二
十
二
号
の
十
一
に
よ

る
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
八
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。）

七

申
請
者
に
係
る
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
面
又
は
別
記
様
式
第
二
条
第
二
十
二
号
の
十
一
に
よ

る
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
さ
れ
る
第
七
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
届
書
を
提
出
す
る

こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
（
第
七
項
に
お
い
て
「
誓
約
書
」
と
い
う
。）

八
・
九

（
略
）

八
・
九

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

２
〜
５

（
略
）

６

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
の
う
ち
、
第
四
条
第
一
項
第
十
五
号
に
掲
げ
る
書
面
に

記
載
さ
れ
る
べ
き
情
報
を
、
法
第
十
七
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
七
条
及
び
法
第
十
五
条
の
規

定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
保
有
に
当
た
つ
て
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
内
部

で
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
申
請
者
の
同
意
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
書
類
の
提
出
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



６
〜
８

（
略
）

７
〜
９

（
略
）

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
に
関
す
る
情
報
の
通
知
の
方
法
）

（
工
期
等
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
象
に
関
す
る
情
報
の
通
知
の
方
法
）

第
十
三
条
の
十
五

（
略
）

第
十
三
条
の
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

建
設
業
者
は
、
建
設
工
事
の
注
文
者
か
ら
法
第
二
十
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
請
求
に
従
つ
て
当
該
通
知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

建
設
業
者
は
、
建
設
工
事
の
注
文
者
か
ら
法
第
二
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
方
法
に
つ
い
て

請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
請
求
に
従
つ
て
当
該
通
知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
施
工
体
系
図
）

（
施
工
体
系
図
）

第
十
四
条
の
六

施
工
体
系
図
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
ほ
か
、
第
三
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
を
第
三
号
の
下
請
負
人
ご
と
に
、
か
つ
、
各
下
請
負
人
の
施
工
の
分
担
関
係
が
明
ら
か
と
な

る
よ
う
系
統
的
に
表
示
し
て
作
成
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
六

施
工
体
系
図
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
す
る
ほ
か
、
第
三
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
事
項
を
第
三
号
の
下
請
負
人
ご
と
に
、
か
つ
、
各
下
請
負
人
の
施
工
の
分
担
関
係
が
明
ら
か
と
な

る
よ
う
系
統
的
に
表
示
し
て
作
成
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

前
号
の
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
下
請
負
人
が
建
設
業
者
で
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。）

四

前
号
の
請
け
負
つ
た
建
設
工
事
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項
（
下
請
負
人
が
建
設
業
者
で
な
い
場
合
に
お

い
て
は
、
イ
に
掲
げ
る
事
項
に
限
る
。）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

特
定
専
門
工
事
（
法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
専
門
工
事
を
い
う
。
第
十
七
条
の
八

に
お
い
て
同
じ
。）の
該
当
の
有
無

ロ

特
定
専
門
工
事
（
法
第
二
十
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
「
特
定
専
門
工
事
」
を
い
う
。
第
十
七
条

の
八
に
お
い
て
同
じ
。）の
該
当
の
有
無

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

附

則

附

則

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
建
設
業
法
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
係
る
経
営
事
項
審
査
の
受
審
の
特
例
）

２

令
和
六
年
能
登
半
島
地
震
に
際
し
災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用
さ
れ
た
同
法

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
災
害
発
生
市
町
村
の
区
域
（
石
川
県
の
区
域
に
限
る
。）内
に
主
た
る
営
業
所
を
置

く
建
設
業
者
で
あ
つ
て
、
事
業
年
度
が
令
和
五
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
六
年
八
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
終

了
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
十
八
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
条
中
「
同
項
の
建
設
工
事
に
つ
い
て
発
注
者
と
請
負
契
約
を
締
結
す
る
日
の
一
年
七
月
前
の
日
」

と
あ
る
の
は
、「
令
和
四
年
十
月
二
十
八
日
」
と
す
る
。

様
式
第
十
七
号
の
二
（
第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
九
条
の
四
関
係
）

様
式
第
十
七
号
の
二
（
第
四
条
、
第
十
条
、
第
十
九
条
の
四
関
係
）

（
用
紙
Ａ
４
）

（
用
紙
Ａ
４
）

注
記

表
注

記
表

（
略
）

（
略
）

注
注

１
～
17
２
（
略
）

１
～
17
２
（
略
）

17
３






国
際
最
低
課
税
額
に
対
す
る
法
人
税
等

（
新
設
）

18
（
略
）

18
（
略
）

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報



記載要領 記載要領

１ 記載を要する注記は、以下のとおりとする。 １ 記載を要する注記は、以下のとおりとする。

２～６ （略） ２～６ （略）

注１～注17２ （略） 注１～注17２ （略）

注17３

    

法人税、住民税及び事業税の金額に、当該事業年度に係る国際最低課税額（法人

税法（昭和四十年法律第三十四号）第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額をい

う。）に対する法人税その他の当該国際最低課税額に関連する金額を課税標準として課され

る租税（本表において「国際最低課税額に対する法人税等」という。）の金額を含めて表示

する場合に、当該金額を記載する（重要性の乏しいものを除く。）。

（新設）

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報







注18 注１から注17３

    

までに掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等
変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載す
る。

注18 注１から注17２

    

までに掲げた事項のほか、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等
変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項を記載す
る。

附 則

こ の 省 令 は 、 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 十 三 条 及 び 第 十 三 条 の 十 五 の 改 正 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

令
和

年

月


日
月
曜
日

(号
外
第


号
)

官
報






